
手続きはお済みですか？

特
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 経 済 対 策

別定額給付金の申請
大切な
お知ら

せ

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別
定額給付金の交付が決まり、町は５月14日に各世帯に
申請書を送付しました。５月26日現在で、およそ92％
の世帯が申請を終えています。
　期限は８月18日まで。申請が済んでいない方は、次
の申請方法のいずれかにより、お早めに手続きをお願
いします。
【給付対象者】　令和２年４月27日時点で、住民基本台帳に
　　　　　　　登録されている人
【給　付　額】　１人につき10万円
【申　請　者】　給付を受ける人が属する世帯主
【申 請 方 法】
①郵送申請…役場から送付された申請書に振込先口座情報
　を記入し「振込先口座を確認できる書類」と「本人確認
　書類」のそれぞれの写しを添付して返送。
②窓口申請…役場の受付窓口で申請。
③オンライン申請（マイナンバーカードをお持ちの人のみ）…ホーム
　ページ「マイナポータル」上の特別定額給付金申請画面
　から振込先口座情報を入力した上で「振込先口座を確認
　できる書類」をアップロードし、電子申請を行う。

問総務課☎66-2111内線221、223
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手数料の振り込みを求め
ることはありません。

キャッシュカードの暗証
番号を問い合わせること
はありません。

世帯構成や個人情報を電話や
郵便、メールで問い合わせる
ことはありません。

給付金を装った給付金を装った
詐欺に注意してください！詐欺に注意してください！

現金自動払機（ATM）の操
作をお願いすることはあり
ません。

▷消費者ホットライン　☎188
▷警察相談専用電話　　☎＃9110
▷新型コロナウイルス給付金関連消費
　者ホットライン　 ☎0120-213-188

「怪しいな？」と思ったら
遠慮なくご相談ください

葛巻交番の皆さん（左から寺田陸巡査、上澤富士男警
部補、田村一成巡査部長）

コロナ関連支援対策に約7,500万円補正予算計上コロナ関連支援対策に約7,500万円補正予算計上

町独自町独自のの支援対策事業支援対策事業ををお知らせしますお知らせします
　町は、新型コロナウイルス感染症による影響
を考慮した対策として、５月29日に行われた葛
巻町議会５月会議で約7,500万円の補正予算を
計上しました。町独自の支援対策として、提案
した事業の主な内容をお知らせします。

■個人向け支援　■企業向け支援

【プレミアム付商品券事業】
　「くずまき商品券」に25％のプレミアム分を
加算して販売。（１セット10,000円で販売し、
12,500円分のくずまき商品券が購入できます）
販売期間 ７月１日～９月30日
販売数 10,000セット
購　入 １人10セットまで購入可能
販売先 葛巻町商工会
利用期限 10月31日

【ひとり親家庭臨時特別給付金支給事業】
　ひとり親家庭の生活支援のため、臨時的に支
給するもの。

対　象
ひとり親家庭の父または母（５月１
日現在で住民基本台帳に登録されて
いる世帯）

給付額 １世帯につき30,000円

【子育て世帯臨時特別給付金給付事業】
　子育て世帯の生活支援として国が示した臨時
特別給付金（高校１年生を含む児童手当受給者
への一律１万円給付）の対象とならない世帯に
対し、拡充して給付するもの。

対　象 高校２、３年生および児童手当特例
給付対象児童を養育する世帯

給付額 児童、生徒１人につき10,000円

【持続化給付金】
　国の「持続化給付金」（前年同月比の売り上げ
が50％以上減）の対象とならない事業者に対し
て、町が事業の継続を支援するもの。

対　象
商工業および農林業で事業収入（売
り上げ）を得ている中小企業法人お
よび個人事業主

売上減少率 20％以上50％未満

助成上限額 法　人 個　人
500,000円 250,000円

【地域企業経営継続支援事業費補助】
　中小企業者が支払う家賃の一部を補助し、経
営の継続を支援するもの。

対　象

小売業、飲食業、宿泊業、サービス
業のうち次のいずれかに該当する町
内の中小企業者
①売り上げ前年同月比50%以上減少
②休業した事業所で今後の売り上げ
　50％以上の減少見込み

補助内容
令和２年４月から９月までの連続す
る３カ月分の家賃の１/２
※ひと月あたり100,000円が上限

【特産品販売促進事業費補助金】
　町の特産品の注文を受けた町内事業者が負担
する送料に対して補助するもの。
対　象 町の特産品を販売する町内事業者
補助額 送料相当額
期　間 ７月～９月

【高齢者まごころ弁当宅配事業】
　高齢者世帯に対し弁当の宅配を行い、町内飲
食店の経営持続支援と見守り支援の強化を図る
もの。

対　象 75歳以上の高齢者世帯（独居および
高齢者だけで構成される世帯）

内　容 月に１回弁当を無料で宅配
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新
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設
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つ
い
て

手続きには上記の申請書が必要ですので、申請が済ん
でいない方はお早めにご確認ください


